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国民保健計算 (National Health Account:NHA)の 概念

国家における保健医療支出は、傷病の治療に要する医療費のみならず、健康増進・疾

病予防、健康管理、あるいは医療保障の運営費、設備整備なども含めて捉える必要があ

る。こうした保健医療に関する支出は「国民保健調
‐
算 (NadonJ HedJl AccOunts,Nl■ l)」

と呼ばれ、政策を評価するための一つの指標となる。

N瓦へ1は、支出項目ごとに機能面 0財源面などについて明確に分類化された上で、複

数の項目からなるマ トリックスとして提供されるべきものである。また、国際的に共通

の分類を用いることで、国家間の比較を通 じて、保健医療支出の実態を知ることが可能

になる。NI―Ltの推計には以下の 3つの重要な事項がある。

・ 包括的 (comprchens■c)であること。具体的には、医療制度や健康政策の企ての

コンポーネン トを含むこと。

・ 多次元的 (multi― dmcndon屈 )に記述されること。これは、ヘルスケア関連の財や

サービスにV―lす る支出を記述するだけでなく、地理的、財源、年齢などの分析の

目的に応 じて多次元的に把握できること。

・ 一貫性 (consistent)が あること。すなわち、経時的な比較を行 うことために、分

析手法に一貫性があること。

NHAの構成および国民医療費の占める部分を図表 1_2に示した。NIIAは 、国民医療

費との比較で見た場合、保健医療支出の範囲の違いが最も特徴的であるといえる。

国民医療費は、その範囲を傷病の治療費に限定しており、誕療保険対象外の費用、涯

療システムの運営、並びに設備投資に要する費用が除外されている。そのため、政策的

議論のベースとして用いる場合には注意を有する。また、保健医療支出の範囲が諸外国

とは異なるために、国際比較を行 う場合にも適していない。これに対 して NIIAは、国

民医療費に比べて広範な保健医療 llli■
~サ

ービスが含まれている。具14~的には、医療保険

システムの枠外の治療的医療、リハビリ、看護サービス、薬剤、医療用品に加え、健康

維持・増進のためのサービス、公衆衛生サービス、保健医療および健康維持・増進のた

めの管理コス トが含まれている。さらに、保健医療を提供する施設の資本形成、医療従

事者の教育、研究開発、環境衛生なども、保健医療関連機能として勘案されることにな

ってお り、保健医療に関連 した医療支出に関して広範かつ包括的な推計が行われる。ま

た、国際比較可能性を高めるために各項目が包含するサービス種別を明確に定義して推

計するという特徴がある。

1定義 :国内で保健医療に関連 して支出された財、サー ビス購入のための全ての金額
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図表 1‐ 1
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1■1医療サ■でス部分|‐ ■|■ ■ ‐.■ |´ .■■ 医療サ■ビス部分|(国民医療費部分)

○病院、一般診療所、歯科診療所が提供するサービス部分 (診療費)

医科診療 (入院、入院外)、 歯科診療、入院時食事医療費

○訪間看護事業所が提供するサービス部分 (訪問看護医療費)

訪問看護療養費、老人訪問看護医療費、基本利jlH料

○薬局が提供するサービス部分 (調斉1費 :医療保険 。公費・老人保健制度分)

○あん摩・はり。きゆうの施術業・接骨院等が提供するサービス部分

柔道整復師・はり師による治療費 :健保適用部分

○その他の医療提供機関等が提供するサービス部分

移送費 :健保適用部分、補装具 :健保適用部分

図表 1‐2 NHAの構成、および国民医療費の占める部分

ただし、下線部は、データ制約等の理由により推計値に含まれないものを表す。

■ |‐ ■‐■|‐ ||  ||‐‐ 医療関連サ■ビス部分 ‐              |
○予防・健康管理サービス部分

一般薬、衛生材
・
料、眼鏡、補聴器、IflL圧 計、体温計など、補装具

健保等が実施する検診 。人間 ドックなど、母子保健・学童検診などの検診、予防接種など

失禁用品など、労働安全衛生法による検診

医師の指示以外によるあん摩 。マッサージなど (健保適用外部分)

○医療サービス部分

正常な妊娠・分娩・産 じょくの費用

高度先進医療における患者負担分、基本利用料以外のその他の利用料等の費用

その他の特定療養費

○医療周辺サービス部分

保険適lll以外の移送費、救急業務費、歯科自由診療・歯科材料差額、美容整形費、室料差額

○介護保険における保険医療に関連するサービス部分 (注 1)

訪問介護 (注 2)、 訪間看護、訪問リハビリテーション、通所 リハビリテーション、短期人所

療養介護、居宅療養管理指導、介護老人保健施設サービス、介護療養型医療施設サービス

間接サ早ビス部分 (管理業務など)

〇医療保障制度の実務に要する費用

社会保険庁、健康保険組合、市町村、社会保険診療報酬支払基金、

国民健康保険団体連合会 など、保健所・保健センター、政府の保健医療実務費

○民間保険の管理業務

生命保険の管理業務、損害保 l・

72の
管理

保健医療関連部分 |(医療を支えるサプシステム)

○医療機関などへの公的負担分 投資、補助金、負担金 など

○民間部門からの投資・補助金、○保健医療従事者の教育および副|1練

○保健医療における研究開発、○環境衛生 など

1)短期入所生活介護、認知床対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護、

与、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費、介護老人福祉施設サービスを含まない。

(注 2)訪間介護については、NHAに含まれるが、総保健医療支出 (THE)に は含まれない。
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国民保健計算の体系 (A Systern of Heatth Accounts;sHA)

NHAの推計手法については国際的にいくつかの方法があるが、現在、先進国におい

て広く用いられているものは、経済開発協力機構 (orga轟 zadon fOr Economに Co―opcradon

and Devdopment;OECD)が 開発 し、2000年に発表した「国民保健計算の体系」(A System

of HcJ‖■Accounts;SHA)で ある。

SHAの 目的、基準、および推計の枠組みを以下に記載する。

(1)SHAの 目的

NHAは、国および地域により異なつてきた。具体的には、保健医療 と他の社会的経

済的活動による違いのみならず、推計基準における詳細 さや分類方法に違いがあった。

そのため、oECDは 、保健医療支出とそのItl源に関する標準的なレポー トを相互関係

のある表 (SII´ tゝabtts)を用いたフレームワー クを提供する目的で、sII´ヽを開発 した。

また、sII´ヽ開発のね らいは、国際データ収集のフレームワークを提供すること、お

よび政策立案に資する NIIAの補助、または再検討のモデル として活用 されることであ

る。

推計システムは、時間や国を跨って比較可能でなければならない。 このため、sHA

talDleSは 共通の概念、定義、分類、そ して推計ルールを基 とした。また、sHAの設計に

おいては、各国の保健医療システム間のlix‐ も大きな違いを網羅することで、統 ・的な レ

ポー トを提供するものとされた。

多くの国で複雑化する保健医療システムと、急速な医療技術の進歩により、保健医療

推計の改良が余技なくされている。現在の推計の結果や複雑 さを増す保健医療システム

の急速な変化のモニタリングのための従来の保健医療推計の可用性に対 し、保健医療シ

ステムと、その改革に直面する政策t案者や観察者は、疑間を持つてきた。保健医療の

消費の概観を提示することは、保健医療システムに関する最新情報の提供への要求に応

えるものである。
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舒mの 主な目的は、以下のとお りである。

○ 標準的な表による、国際比較可能な保健医療推計のセットを提供すること

○ 国際的に協調された保健医療の境界と基本的なカテゴリァを提示すること

○ 中心的な保健医療の機能と保健医療に関連する機能を区別すること。また、異なる分

野での社会および経済政策に関わる共通の関与として、保健医療の相互部門的な概観

を強調すること

○ 保険プログラムと他の財源配置の分類を用いて、保健医療における資金の流れの分析

を表により表現すること

○ 保険医療サービスの中から小程度の構造を比較研究するための手引きに相当する、中

心的な集計量のフレームワークを提供すること

○ 時間を経て、保険医療サービスにおける一貫性のあるレポー トの提供のためのフレす

ムワークを提案すること

○ 保健医療システムの変更や保健医療政策の経済的結果をモニタリングすること

○ 国の勘定ルールに一致する経済的な視点からの保健 |だ療システムの分析のフレームワ

ークを提供すること

○ 保健医療サービスの供給および需要に関する経済モデルを提示すること。すなわち、

SI Ltと サテライ ト勘定の間を、概念的に組付けることを示す道具であること

ft|ffi : A System of health Accounts Version 1.0 OtrCD 2000, p13)

(2) SHAの基準

OECDの sHAマニュアル第 1版によると、SEAは国民経済言「算 (The syStcm Of NadonJ

rヽ ccOuntξ;SNA)と 目的を共有する。 これは、統合 されたシステムの包括性、国内での

一貫性、国家間の比較可能性であるとされている。

加えて、slnに よる推計値は、他の経済的な統副
‐
、および社会的な統計による推計

値 と可能な ll■ リー致するべきとされた。 さらに、これ らの SIIAに おける質の基準は、

以 下の質について 2種類の競争関係があるとされている。

。 適時性 と精度

・ 政策の鋭敏性 とsI嶽 が提供する指標の適切 さ
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(3) SHAを 用いた推計の枠組み

SHAは、統一的な標準表形式で国際比較が可能 となるよう、医療活動の企分野を対

象 とした包括的な勘定枠組み (Internad6nd ClasJncadon for HcJth Accounts;ICIIA)を提

供 している。ICHAの基本的な考え方 として、以下の 3つの基本的な疑間により、SHA

が構築 されている。

○ どこから資金がやってきたのか。 (財源主体)

○ 資金はどこへ行くのか。 (保健医療サービスと財の供給)

○ どのような種類のサービスが提供され、どのような品日の財が購入されたのか。 (機能的

な定義 )

3つの疑間に対応する形 として、IcHAは 、図表 2「 1お よび 2-2に示す機能 (clasttnca街。n

of FuncdOn;Ho、 供給主体 er。.vldertt HP)、 財源 (「 inanChlg ragents/schel.es;IIIぅ の 3次元

分類の枠組み とされた。具体的には、以下の表 (sHA taЫ cs)が提供されている。

ただ し、さらに人的資源 (Human Resources〕RC)、 および資金 (Rnandilg Source;FS)

は 2006年から新たに力‖えられた。

図表 2‐l SHA tables

No SHAテ ーブル略称 SHAテーブル名称 (説明)

l HC、HF Function of Hcalth Care by Hcalth Carc Financing agcnts/schcmes

(機能別分類 ×財源別分類の 2次元テーブル )

2 HCxHP FunctiOn of Hea:th Care by Hcalth Carc Providcr

(機能別分類 ×供給主体別分類の 2次元テーブル )

3 HPxHF Hcalth Carc Provider by Hcalth Carc Financing agcnts/schemcs

(供給主体Bll分類×財源別分類の 2次元テーブル )

4 HFxFS Hcalth Care Financing agents/schemes by Financing Source

5 RCxHP Human Resources x Health Care Provider
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図表 2‐2 保健勘定国際分類 iCHA

Function fff6t

HC l Services of curative care

In-patient curativc care

Day cases of curative care

Out-patient curative care

HC.1.3.1 Basic medical and diagnostic services

HC.1.3.2 Out-patient dental care

HC.1.3.3 All other specialised health care

HC.1.3.9 All other out-patient curative care

Services of curative home care

診療サー:ビス

人院診療

日帰 り診療

外来診療          |
基本的な医療および診断サービス

外来歯科診療

その他の専門的サービス

その他の外来診療

在宅診療サービス

HC ll

HC 12
HC 13

HC 14

HC 2 Services of rehabilitative care

In-patient rehabilitative care

Day cases ofrehabilitative care

Outpatient rehabilitative care

Services of rehabilitative holne care

リハビリテーシ ョンサー ビス

人1完 リハ ビリテーシ ョン

ロ帰 リリハ ビリテーシ ョン

外来 リハ ビリテーシ ョン

在宅 での リハ ビ リテー シ ョンサー

ビス

HC 21

HC 22
HC 23

HC 24

HC 3 Services of long-tenn nwsing care

In-patient long-tenn nursing carc

Day cases cl'long-tenn nursing care

Long-tenn nursing care: home care

長期医療系サービス

長期医療系施設サービス

長期医療系通所サービス

在宅での長期医療系サービス

HC 31

HC 32
HC 33

HC 4 Ancillary scrvices to health carc

Clinical laboratory

Diagnostic irnaging

医療の補JJJ的サービス

臨床検査

画像診断

HC 41

lIC 4 2

HC 43

HC 49

Pauent tanspo鷲 and cmcrgency rescuc      患者搬送および救急

A‖ other ttsccnancous all● lhw scrviccs     その他の様々な補助的サービス

I―IC 5 Medical goods dis"nsed t0 0ut―paticnts     外来患者への医療財の提供

PhanmaccuucJs atld oulcr medlcJ non‐ durabLs  医薬品とその他の非耐久性医療財HC 51

HC 52

HC.5 l. I Prescribcd rnedicines

llc.5.1.2 ()ver-lhe-counlcr lnedicines

FIC.5.l.3 Other rncdical non-durablcs

処方薬
‐般薬

その他の非耐久性医療財

Thempcuuc apphnces ttd ouler mdictt dumЫcs 医療器具とその他の耐久性医療財

llc.5.2.l Glasses and other vision products 眼鏡と視力矯正器具

HC 522 0■ hopa“ ic applね nccs and othcr prosthclcs    矯正装具とその他の人正装具

HC 5 2 3 Hcanngaids                         補聴器

HC 524 Medco_teclulicJ dc宙ces,hcluan3 WhCClchatts  車椅子を含む医療機器

HC 5 2 9 All othcrlluscenaneous medical duraucs     その他の様々な耐久性医療財

HC 6 Prevention and public health services 予防および公衆衛生サービス

Matcmal and chJd hcalthi fan■ ly lDlallnlllg and母 チ保健 ;家族計画およびカウンセIIC 6 1

HC 62

HC 63
HC 64

1lC 6 5

HC 69

counseling

School health services

リング

学校保健サービス

Prcvention or・ collllnuntablc discases      感染症予防

Prcvenlon of non‐ cttmunicable dis“ scs     非感染症予防

Occupational health care 産業保健

A1l othcr lluscellallcotls public hcJth services   その他の様々な公衆衛生サービス

HC 7

HC 71

-8-

Hcanh adlnlrusttalon and lleam insurancc    保健医療管理業務および医療保険

General goverruncnt adlnlnお なa●o■ ofhcalth    政府による 嘲女保健管理業務

IIC 7 1 l General govemmcnt admilllstralon of healh(c、 cept政府による一般保健管理業務 (社会
social securitv) 保障を除く)

HC 7 1 2 Administration,operation alld mppo“ activitts of社 会保障基金の管理、運営、支援活
social sccuntv funds                 動



Function f{6t
HC 72 HcJllad艤 lustralon and healdl ilttrancei private 保健 医療管理業務 お よび医療保

険 :民間
HC 7 2 1 Hca11l adl面 lllsけ alon and hcJul insЩ ttce social保 健 医療管理業務お よび医療保

insurallcc                  険 :社会保険

HC 7 2 2 Hcaltll ad血nistration and health mswancel other保 健 医療管理 業務お よび医療保
rvate 険 :そ の他の民間保険

HC 9 Not specined bv kind 分類されないもの

HC Rl Capital fonllalo■ ofhedth care provider instituuOns保 健医療提供機関の資本形成

Healh―rdated runclons                           保健医療関連機能
HC R2
HC R3
HC R4
HC R5
HC R6

HC R7

IIC R 6 1

HC R69

Education and training ofhealth personnel

Research and dcveloprnent in health

Food, hygiene and drinliing rvater control

Envirorunental health

Social serviccs ol LTC (LTC other than I-IC.3)

All other serviccs classilied under IIC.R.6

Adminislration and provision

cash-benelits

保健医療従事者の教育および訓練

保健医療における研究開発

食品、衛生および飲料水の管理

環境衛生

Adminisけa●on and pro宙 ●o■ of sodal servLcs in疾 患や障害を伴 う生活を支援する
kind to asお t hving with discasc and illlparlnent  ための社会サー ビスの現物支給お

よび管理業務

HC 3に含 まれない社会的介護サー

ビス

その他 HC R6に 分類 され るサー ビ

ス

of hean‐rclatcd保 健関連の現金給付および管理業

務
Mcnlorandulll itcms

Ml(IIC)

Mll(IIC)
M19(HC)

M2(1lC)

M3(IIC)  `

Nαl―hedth care ac● 宙Ics ofhea■h carc pro宙 ders 保健医療提Jt機 関の非保健医療活

動

Social care activities ol'health care providers* 保健医療提供機関の社会介護活動
oulcr non_healh acti宙 tics Of healul ca“ prOviders 保健 医療提供機 関の他 の非保健医

療活動
・lbtal pmmaccuucal and Oth∝  mcdical医薬品 とその他 の非耐久性 医療財
■on‐lbrabに s(indud■ 8 in‐paticnt and othcr ways Ol・ (入院を含む、他の提供形態 )

provision)

lbtJ ofandlhw scrviceく ulduding ttpalcnt)  補助的サービス (入院を含む)

・ 保健医療提供機関から提供される HC R6に関するサービスを含む

Pro宙 dcr供給主体

IIP l Llospitals

General hospilals

Mental health and substance abuse hospilals

Specialitv (othcr than rnental health and

病院

一般病院

精神保健および薬物濫用治療病院

substandc専門病院 (精神保健および薬物濫用治

療以外 )

IIP l l

IIP 1 2

11P1 3

abuse)hospitals

IIP 2 Nursing and residential care facilities
Nursing carc facilities
Rcsrdential mental retardation, mental health
substance abusc l'acilities

Corununity care lircilities lor the elderly

All other residential care facilities

長期医療系施設および居住施設

長期医療系施設

and発達遅滞、精神保健および薬物依存治

療のための居住施設

高齢者のためのコミュニテ ィケア施

設

その他の居住施設

IIP2 1

1■)22

11P23

11P29

IIP 3
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Providers of ambulatory health care

Olhccs of physicians

O{fices of dentists

Ol}ices of other health practitioners

外来医療提供者

医科診療所

歯科診療所

その他の保健医療従事者の外来施設

医療経済研究機構

IIP3 1

11P32

11P33



Pro宙 dcr供給主体

HP34
1‐IP3 4 1

11P342

HP34 3
11P344
HP345

m346

11P35

11P36

HP3 9

HP3 91

11P392

11P399

Out‐patiellt mental healtll and substance abuse cc,■ res外来忠者精神保健および薬物中毒治療
センター

独立外来外科センター

透析医療センター

A1l other ou卜patient multi‐s"cialiw and cO‐ Opemuveそ の他の外来患者のための様々な専Pl

servrce centes および協同サービスセンター

All other out‐ patiellt collullunity and other integratedそ の他の外来患者のためのコミュニティ

Out-patient care centres

Family planning cenlres

Free-standing arnbulatory surgery centres

Dialysis care centrcs

care centres

Medical and diagnostic laboratories

Providers of lrome health care seryrces

Other provides of ambulatory health care

Arnbulance services

Blood and orean banlis

外来診療センター

家族計画センター

ケアおよび統合ケアセンターおよび統合

ケアセンター

臨床検査および診断検査所

在宅医療サービス提供者

その他の外来サービス提供者

救急車サービス

血液おょび臓器バンク

Pro宙 ders ordl ouler ambulatow healh carc scrviccsそ の他の外来サービス提供者

曖 4 Retail sale and other providcrs ol medical goods l'r-lkfl.0> t1,1i. 1i\f.3

Dispensing chemists 調斉鬱雁斉1浩市

Retail salc and othcr supplicrs Of Opic」 』aSSCS and眼鏡と視力矯正器具の小売、その他の

I」R41

11P42

11P43

HP4 4

HP4 9

other vision products

Retail sale and othcr suppliers of hearing aids

供給業者

補聴器の小売、その他の供給業者

Rctttl ttc alld otller supph釘 s of incdicJ医 療器具の小売、その他の供給業者
appliallces(other ttan oplcal glasscs ttd hettng ads)(眼 鏡および補聴器以外 )

A■ otllcr mヽccllallcous sale and otller ttppltrs ofそ の他、医薬品および医療財の様々な
phannaccuticals ttd medicJ 8oods       販売、その他の供給業者

lIP 5 Provision and adrninistration o1' public
proS,ramrnes

hcdth公 衆衛/1プ ログラムの提供および管
理

lP6 General hcalth administration of health

Goverruncnt administration of healtlr

Social security funds

Other social insurancc

Otber (private) utsurance

一般保健医療管理業務

政府による保健医療管理業務

欄1会保障基金

その他の社会保険

その他の (民間)保険

IIP6 1

11P62

1P63
HP64
11P69

HP71

11P72

1P79

All other of hcaltll adltulllstra10n

Other industries (rcst of the economy)

Establislunents as providers of occupational

carc services

Private households as providers ol'horne care

その他の保健医療管理

その他の産業 (そ の他経済分野 )

樋ath産業保健サービス提供者の事業所

在宅ケア提供者としての一般家計

All other hdus廿おs as scconda,produccrs of health保 健医療の二次的生産者 としての他
の産業

HP9 Rcst of tllc、 vorld その他

Memorandum items

Ml(IIP) Health care related activities
rnvestment)

providers n e m(not保 健医療に関連 したサービスの提供

者 (資本形成でない。)
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Financing agents/schernes MIH

H『 1

11F l l

Gencd 80Verlunoll            一般政府

CCnCm1 80VCrluncnt cxcluding social secunty社 会保障基金を除く一般政府

Ⅲ '12

lbnds

ttr. 1.1.1 Central goverrunent

HC. l.l.l. I Ministry of I-Iealth

}IF. 1. 1 . 1 .2 Other Minislries
Ftr'. l. 1 .2 State / provincial government

IIF.l.1.3 Local I rnunicipal govemmenl

Social securitv funds

I■ 2            PHvatc sector               民間部門
IIF 2 1         Private social lllsurance           民間が扱 う社会保険
IF22         Private mswance cnt鍋 画sCS(OthCr thal sodd民 間の保険会社 (社会保険以外)

insurancc)

IF23        Pnvatc houschold out‐ oFpocket e、

"ndlturct  
家計負担

I∬ 231  out― o,po改 ct e、cluding cost_shmng     共同負担としての保険料を除く家計負

担

IF232-lur2 Cost― shanngi ccntrd govenunolll state /共 同負担としての保険料 (中 央政府、
35     pro宙 ncia1 8overluncnt Loca1 / muidpJ地 方政府、地方自治体、社会保障基金)

8ovcmlnent SOcial“ curiw ibndS

I■ 236-1∬ 2 Cost‐ shaHng:Pnvatc ulsuracc       共同負担としての保険料 (民間保険)

37
1r239  All othcr Cost‐ sh“ng           その他の共同負担

闘り 4         Non‐ prolt insutulons serving houscholds(othcr対 家計民間非営利団体 (社会保険以外 )

tllan social insurallce)

1『 25         cOrporati。 1く 01hCr thOn hedth insurance)   企業 (医療保険以外)

HF 3 Rest of the rvorld その他

中央政府

保健省

保健省を除く他の中央官庁

地方政府

地方自治体

社会保障基金

Huinan rcsourccs人 的資源

RC ll           Human rcstDuК es(Onp10ycd and sd卜 cmplord)人的資源 (被用者と雇用者)

RC lll,RC l12 Conpensalo■ ofemploreS         被用者の所得
RC l13     Scliemp10rd incomc           雇用者の所得

Financing sOurccs資 金

FS l General govermnent units

Terri torial govemrnent

All other public units

一般政府

政府

他の公共単位

FS ll

FS12
FS 2                         Private scctor                              民間部門

FS 21+FS23     Corporations and hIPISH          企業および非営利団体

FS22        HOuscholds               家計

1オS3  FS 33 Rest of the lr,orld その他

(出所 :2006JOINT OECD.EUROSTAT AND WHO HEALTH ACCOUNT(SHA)DATA COLLECT10N

ELECTRONIC QUEST10NNAIRE EXPLANATORYNOTES)
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3.わ が国の SHAに基づく保健医療支出推計手法

(1) 開発の経緯

2000年 に oECDは保健勘定の国際基準として SHAを発表し、加盟各国への参加を呼

びかけた。2001年の OECD HeJJ■ Dataよ り、この新基準に沿つた推計を行 うことが

求められた。

調査班では、2000年 (平成 12年度厚生労働科学研究費特別事業)か ら、sH_tに準拠

した日本の総保健医療支出の推計方法を開発し、その手法を用いて 1998年度の総保健

医療支出の推計を行つた。続けて、2001年 (平成 13年 )、 2002年 (平成 14年)の 2カ

年にわたり厚生労働科学研究費統計情報高度利用総合研究事業において継続的研究を

行つた。さらに、2003年 (平成 15年)から2006年 (平成 18年)の 4カ 年は、OECD

委託事業として、推需卜手法の開発およびモニタリングを実施した。

な お 、2005年の 国 際 会 議 で は 、OECD、 EUROS'lLT、 WHO(IЪ Jd Hc屈 J.0唱a面zadOn)

が共同で SIIA質 問票を作成、調査を行つた。

図表 3‐ 1 推計手法の開発およびモニタリングの仕組み (2006年 )

調査票

(SHA‐tablcs)

SHA質問票

事務局 (OECD.EUROSW.WHo)

①推剖‐基準の開発 (国際会議)

②各国調査班への調査票発送、収集

⑤調査票検証、HcalthData計算

⑥HcdthDataの 公表

各国調査り[

①推計基準の開発会議参加

③国別の推計手法の開発

データ収集

④推計、調査票の提出

⑤調査票検証 (事務局)対応
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(2) 構造について

主要な推計範囲である Expendmfe on heJJlの 構造を図表 2に示す。

図表 3‐2 押RT4(E、pendttК on hc想■)の構造

(D総保健医療 支出 (Total cゃcndiur● on hcnlh)

/  ②経常保健医療支出(TotJ curcnt cゃ endiure on hcanh) J

①鯛孵l的保健医療支出饉ゃcnd“ urc On pesond hcalh carc)

⑥医療サービス支出

“"endiu"6n medta servtes)

OEtfint--/) {d1 (Me drcalgoods dupcnsed to our-parNnts )

0li)15 ft'{itl)[!tJl.it AflEEt*lf (Phamaccutrcals and othcr mcdrcal nondurablcs)

(!if,fitfl A.t/)fillct)RAlltttsfrlU (Thcrapcutro rppbanccs and orhcr mcdrcal durablcs)

①集団的保健医療支出優、cndrurc On cOILctⅣ c hcanh cnrc)

ittJ'Ut'- 2\*fiiA (Prcventpn and oubhc hcalth)

(t){*ftt{f !l!tf?.1&'-r)ttl tEqrcndllurc on health admnstrxtnn nnd nsurrncc)

/  01モ 療設備 のヽ投資 (TotJ mvcstmcnton m● dicJ ttcttl"s)
′

図表 が示すように、①「総保健医療支出 (Ъtば exPcndturc on heJHl)」 は、②「経常

保健医療支出 (Ъ[J current expendture on he」 th)」 と③ 「医療設備への投資 (ЪtJ

invcstment on medcJ ndIIcs)」 で構成される。このうち③は、病院や診療所、介護老人

保健施設による設備投資額である。

②は、④「個別的保健医療支出 (Expendture on personJ heJJl care)」 と⑤「集目的保

健医療支出 (ExpcndtLlre On cdkcdve heJJl care)」 の合計である。

④は、⑥「医療サービス支出 (ExPcndmre on medcJ scr宙 ccs)」 と⑦「医療財への支

[11(λ ledlcJ goods dtsPcnscd t0 0ut― PadcntS)」 の合計である。

⑤は、③「予防一公衆術生 (Prevendon and puЫ ic hettd■ )」 と⑨「保健管理と保険への

支出 (Expcndturc On hcJJl admlllistralon and illsurancc)」 の合計である。このうち、③は、

各医療保険者による保険給付、行政の実施している母子保健事業及び学校保健事業に要

した費用、そして、企業の法定外福利費に含まれる医療・保健費などが含まれる。また、

-13-
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⑨は、医療保険制度の運営・実務に要した費用 (人件費や物件費など)の ことであり、

具体的には公費負担医療の運用において国・地方自治体が審査支払機関へ委託している

審査支払部分の費用、各医療保険者による保険の適用、保険料の徴収、明細書の点検な

どに係る費用を含む。

⑦は、⑩「医薬品その他非耐久性医療財 (PharmaccudcJs and Othcr medcJ non― duraЫ es)」

と① 「医療用具その他の耐久性医療財 (Therapeudc apphances and other medctt durables)」

の合計である。⑩には、処方薬に係る費用や一般医薬品に係る費用、衛生材料などの非

耐久性医療財に要した費用が含まれる。また、①は、眼鏡や補聴器、血圧計、体温計、

舗装具などの耐久性医療財に要した費用を含む。

基本的に各項目は、財源別に PuЫた (一般政府や社会保障基金による負担)と Pr市 ate

(民間保険会社や家計による負担)に分類される。

さらに、図表 3-3示すように、⑥は「入院医療費 (Expehdttlre onれ1_paicnt care)」 、「外

来医療費 (Expcntttlre on out― padent care)」 、「デイケア医療費 (Expcndttlre on dtt care)」 、

「在宅医療費 (ExPcnditure On hOme care)」 、「補助的サービス (ExPcndmre ol andttary

ser宙 ces)」 の総額である。 さらに、「リハ ビリテーションを含む急性月|(curat市c and

rehabiltadve carc)」 と「長期医療系 (lonま term mrsing carc)」 という機能別分類もなされ

ている。なお、「外来医療費 (Expendture on otlt―PaHcnt Carc)」 は、全て「リハビリテー

ションを含む急FL期 (curadvc and rehaЫ IIadve care)」 に分類される。

図表 3‐3 医療サービス支出 (E、 pcndtttК on mcdに州scrtccs)の構造

Expenditu"o■ meliCaltervices

Erpcnditure nn in-patient care

Ependiture on day care

Ilpcnditure on honr care

bpcnditurc on out-patient carc

Erpenditure on ancillary scrvlces
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OECD Heatth Data推計 結 果

4.2005年 度の推計結果

(1) 2005年度総保健医療支出の概況

本研究にて推計 した 2005年度における [総保健医療支出 (TOttt expendture On heJth;

THE)]は 、図表 4-1に示すように、約 40兆 9501億円であつた。

この うち [経常保健医療支出 (TcDtJ curfent cxpendttlre on hettth)]が 約 40兆 olo9億

円 (対
・
T卜IE比 977%)、 [医療設備への投資 (TOtJ Lwestment 01 medcJ ndldes)]が 約

9392億 円 (23%)であつた。

[経常保健医療支出]の うち、 [個別的保健医療支社1(E、Pcndmre on PcrsOIJ hCJth

care)]は約 38兆 2868億円 (対 THE比 93.5%)であつた。 これは [医療サー ビス支出

(E、Pendttlrc on mcdctt ser宙 ces)]約 29兆 7876億円 (72.7%)と「医療財への支出 (λ lcdcJ

3oods dispensed lo out‐ paHcnts)」 約 8兆 4992億円 (20.8%)か らなる。

さらに、[医療サー ビス支出]の内訳をみると、[人院医療費 (E、 pendtttre olin― paHent

care)]15兆 8859億円 (対
′FIIE比 38.8%)、 「外来医療費 (Expendture on out― pa任 ent care)」

約 13兆 0480億 FfI(31.9%)、 [デイケア医療費 (ExPcndmrc On day carc)]3578億 円 (09%)、

[在宅医療費 (Expendmre on hOmc care)]約 1998億円 (0.5%)、 [補助的サー ビス

(ExPcndlmrc(】l and‖ ary scr宙ccs)]約 2961億円 (0.7%)であつた。

また、[医療財への支Hl]の 内訳は、[医薬品その他非耐久性医療財 (Pharinaccu再ctts and

odlcr l■ ecllcJ nOn―durablcs)]約 8兆 o897億円 (対 THE比 19.8%)と 「医療用具その他

のlloNl久性医療財 (TherapCuHc apメ iances and O‖lcr medctt duraЫ cs)」 約 4095億円 (1.00 rj)

であった。

[経常保健医療支出]の うち、 [集団的保健医療支出 (Expendttlrc on cdbcivc hc」 Jl

c arc)]は約 1兆 7241億 円 (対 TIIE比 42%)であつた。これは[予防―公衆衛Jl(Prevcndon

and puЫたhcJJl)]約 7743億 円 (19%)と [保健管理 と保険への支出 (E、pendttlre on heJtl■

administration and insurancc)]9498億 円 (23%)か らなる。           |
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総保健医療支出

Total E、 penditurc on Hc● lth

40.950,110

経常保健医療支出
Total Ctlrrent Expcnditure on

40.010,940

A(977%)

医療設備への投資
TotaHnv“tmcnt on Medical Facilities

939,170

A(23%)

個別的保健医療 支出

ExPcnditurc on Pcrsonal Hcalul carc

38,286,843

A(935%)

集団的保健医療支出

E、Pcnditurc on Co‖cctivc Hcal山

1,724.098

A(42%)

医療サー ビス支出

E、 penditure onヽ 4edical Scrviccs

29、 787.614

A(727%)
B(778%)

医療財 へ の支 出

E、 Pcnditurc onヽ lcdical Goods

8、 499.228

A(208%)
B(222%)

予防・公衆衛生

P“vcntiOn&Public Hcaltll

774,251

A(19%)

保健管理 と保険へσ)支 出
EIPendilure ol l!lalth Admini゛ 了工101&Insuranc。

949.847

A(23%)

入院医療

In‐Patient Care

15.885.858

A(388%)
3(415ツ ))

医薬品その他非耐久性医療財

Phannaccuticnlsよ olher mcdical口 on・durablcs

8,089,740

A(198%)
B(211%))

外来医療

Out‐ Paticnt Carc

13,048,025

A(319%)
B(341%)

医療用具その他のm・l久性医

恥rapl鵬たlP,lmces&醸 her medc」 dura‖ os

409.489

A(10%)
B(11%)

デ イケア医療

Day Carc

357.911

A(09%)
B(09ツ 6)

在宅医療

Homc Carc
199、804

A(05%)
B(05ツ ))

補助的サー ビス

ハmcinFy scrviccs

296、 116

A(07%)
B(08ツ 6)

図表 4‐1 保健医療支出の構造と推計値 (2005年度)

(lr―位 :百万円)

( )の 数字のうち、Aは総保健医療支出に対する割合
Bは個別的保健医療支出に対する割合
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1995-2005年 度の推移

図表 4-2は国民医療費と総保健医療支出の 1995年度から 2005年度までの過去 11年

の推移である。国民医療費は 1995年度に約 270兆円だったものが、1999年度には約 30.7

兆円までに増加 したが、2000年度には介護保険制度ヘー部の医療系サー ビスが移行 し

た影響 もあ り、約 30.1兆 円に減少 した。 しかし、2001年度には再び増加に転 じ約 31.1

兆円とな り、2003年度は約 31.5兆円、2004年度は約 32.1兆円、2005年度は約 331兆円

であつた。

一方で、総保健医療支出は 1995年度に約 34.0兆円だつたものが、2005年度には約 41

兆円に増加 した。総保健医療支出に占める国民医療費の割合は、図表 4-2に折線 グラフ

で示すように、2000年度は国民医療費の減少の影響を受けて 78.3%に低下 したものの、

2005年度は 80.9%であつた。

図表 4‐2 国民医療費と総保健医療支出の推移

単位 :10億円

(兆円) (%)
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L_宝興量5室
=

― 総保健医療支出 ~国 民医療費の占める割合

年度 1995 1996 1998 1999

国民医療費 26.95〔 28.454 28,915 29、 582 30,702 30,14, 31、 100 30.951 31.538 32.100 33.12S

総保健医療支出 33,96( 35.417 35,870 36.59速 37、377 39.225 39,022 39,643 40、070 40,95C
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